
令和８年度の主な事業
令和８年度に取り組む主な事業について、３つの柱となる施策に沿って紹介します。

一般会計
336億
2，579万
1千円

公共下水道事業会計
35億8,222万9千円

【 7.0％】

公共下水道事業会計
35億8,222万9千円

【 7.0％】
　令和8年度の一般会計の予算額は、336

億2,579万1千円です。前年度と比較する

と33億9,362万4千円（11.2％）の増加と

なりました。予算説明書などの資料は市

公式ホームページや市役所

本館２階の情報コーナーで

公開しています。

令和８年度予算

公共下水道事業会計

一般会計

特別会計

市民サービスの提供を始めとする
行政運営の基本事業にかかる会計

事業目的を限定し、特定の収入を
特定の支出に充てて経理する会計

使用料などの収入で経費をまかな
い、下水道事業を経理する会計

【66.0%】

【27.0%】

特別会計
137億
6,270万
9千円

特別会計特別会計

一般会計一般会計

１.災害に強く、安心して暮らせるまちづくり

◎宮司小学校（仮称）の建設、開校準備および備品やICT環境の整備、アクセス性

　の確保・通行の安全性の向上、災害時の避難経路分散化による防災性の向上

◎学校施設の長寿命化などに向けた計画の策定

◎中学校35人学級制への対応を見据えた津屋崎中学校の増改築

２.次世代を育む教育環境の整備

3.人も企業も行政も「稼ぐ」まちづくり

◎災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与、市営住宅、農業用施設、道路橋梁、河川

　などの災害復旧

◎消防団活動のための消防自動車の購入

◎宮司地域において、住民、行政、関係機関で協力し地区防災マップを作成

◎農業用防災重点ため池施設の調査、県営水利施設の整備、県営ため池の防災工事

　の実施

◎雨水総合管理計画に基づく段階的浸水対策計画の策定、下水道台帳雨水施設　

　データ作成、内水ハザードマップの増刷

4.その他
◎こども誰でも通園制度の実施、宮司小学校（仮称）建設に併せた学童保育所の整備

◎小学校給食費の抜本的な負担軽減、教育総合計画の策定

◎津屋崎地区観光施設の活用に向けた検討、東福間駅前広場や駅前公園の整備

◎コンパクト・プラス・ネットワークの形成に向けた立地適正化計画の策定

◎郷づくり推進のための実行プランに基づく取り組みの推進

◎環境の保全・創造のための次期環境基本計画の策定
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◎企業版ふるさとづくり寄附金の促進拡大、共働のふるさとづくり寄附金におけ

　る返礼品の拡充・サイトの充実、広告ＰＲなどによる促進

◎創業者への補助金や、意見・情報交換できる創業サロンの実施

　現在、福津市は大きな転換点に立っています。 これ
まで住環境の整備など「人を呼び込むまちづくり」を
進めてきた市は、子育て世帯の転入などによって人口
が大幅に増加し、より活気のあるまちへと変容してき
ています。
　一方、現在の市は、昨夏の大雨被害からの復旧を始
め、過大規模となっている学校への対応など、多くの
行政需要を抱えています。加えて、公共施設の多くが
長寿命化や更新などの措置が必要な時期が到来して
きていて、これら費用に対する財政負担は今後の市政
運営に大きく影響することが見込まれます。
 　市の今後の財政見通しは、物価高騰による諸費用
の増大などにより財政の硬直化が進むと予想される
など、経営面において厳しい状況にあります。また、基
金の管理運用を巡る課題によって今後の行政需要へ
の対応の懸念もあります。
　この、基金の管理運用を巡る課題については、庁内
に聴取委員会を設置し、内部検証を進め、今回の事
態を招いた原因の洗い出しや、基金の健全な運用に
向けた方策の検討を行いました。今後は、専門家の意
見も踏まえ、適正な基金運用に取り組むこととしてい
ます。
　このように市の経営が厳しい状況にある中、数ある
行政需要への対応に向き合いつつ持続可能な市政運
営を進めていくためには、市にとって何を守り、未来に
つなぐのか、選択と集中による市政運営の方針の再設
計が必要と考え、昨年12月に「臨時行財政運営方針」
を策定しました。この方針は、市が直面する課題に対
して、今後どのような姿勢で取り組んでいくのかを示
すものです。なお、基金の管理運用を巡る課題および
臨時行財政運営方針については、市公式ホームペー
ジで詳細を公表しています。
　令和８年度は、この方針に基づく市政運営の初年
度となります。掲げた基本方針を念頭に、経営感覚を
持った行政運営および組織改革、健全な財政運営を

進めます。また、特に緊急性と重要性が高い次の３つ
の柱に基づく施策に、この２年間、市の力を集中して
取り組みます。

1.災害に強く、安心して暮らせるまちづくり
　市民の命と暮らしを守るため、 大雨災害からの着
実な復旧を進めるとともに、今後に備え、災害に強い
まちづくりに取り組みます。 

2.次世代を育む教育環境の整備
　子どもたちの学びの機会と教育環境を守るため、
過大規模となっている学校への緩和策を始め、子ど
もたちが安心して学べる環境づくりに取り組みます。

3.人も企業も行政も「稼ぐ」まちづくり
　ふるさと納税など、市が自ら調達できる財源の確
保を進め、安定した市政運営につなげます。また、企
業誘致や創業支援を進め、雇用を生み出すことで、
持続可能な地域経済の基盤作りに取り組みます。

　これらの施策に市の力を集中させる一方で、福祉や
生活に密接に関わる市民サービスを確保するととも
に、その他の分野においても、これまでの経過や現在
状況などを踏まえた上で、緊急性・重要性を考慮しつ
つ取り組みを進め、市民の皆さまが安心して生活して
いけるよう、最大限努めていきます。
　その結果、私がこれまで市民の皆さまに示してきた
公約の一部については、２年間一時的に実施を見送
らざるを得ないとの判断に至りました。苦渋の決断で
はありますが、この厳しい状況を乗り越えていくこと
は、市の新しい未来を切り拓く力へと変えていける好
機でもあると捉えます。次の世代に誇れる福津市を引
き継ぐために、覚悟をもって市政運営に取り組んでい
きます。

令和8年度 市政運営の指針

福津市長　福井崇郎

◀基金の管理運用を
　巡る課題と対応

◀臨時行財政運営
　方針


